
登園に関する意見書 
今川学園 キンダーハイム 

児童氏名：                         

 

診断名：                            

上記の者は、集団生活に支障がないため     月     日より登園が可能であると判断しました。 

 

平成     年     月     日 

医療機関名： 

診察医師名：                        印 

その他所見 

 

 

 

●第一種の感染症 ： 完全に治癒するまで登園することはできません。 

エボラ出血熱、クリミア・コング出血熱、南米出血熱、ペスト、ポリオ、ジフテリア、痘そうなど 

 

●第二種の感染症 ： 決められた期間や医師の許可がでるまでは登園することはできません。 

インフルエンザ、百日咳、麻疹(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風しん、水痘(みずぼうそ

う)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎 

 

●第三種の感染症 ： 症状により医師が 治癒 または 伝染のおそれがないと判断されるまでは登園す

ることはできません。 

腸管出血性大腸菌感染症(O-157、O-26など)、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、コレラ、細菌

性赤痢、腸チフス、パラチフス 

 

●その他の感染症 ： 特に出席停止期間はありません。ただしキンダーハイムでは、本人の体調が回復

し、できるだけ『登園に関する意見書』の取得後の登園をお願いしています。 

（なくても登園できます） 

感染性胃腸炎(ノロウイルス・ロタウイルスなど)、溶連菌感染症、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感

染症、急性細気管支炎(ＲＳウイルス感染症など)、手足口病、サルモネラ感染症、カンピロバクター

感染症、伝染性紅斑(りんご病)、インフルエンザ菌感染症・肺炎球菌感染症、ＥＢウイルス感染症、単

純ヘルペス感染症、Ａ型肝炎、Ｂ型肝炎、帯状疱疹、疥癬 

＊『アタマジラミ』、『伝染性軟属腫(水いぼ)』、『伝染性膿痂疹(とびひ)』、『皮膚真菌症』、『白癬感染症』などについては他

の症状がない場合は登園可能です。また【登園に関する意見書】の提出も必要ありません。 


